












建設工事等の低入札価格調査制度に関する要綱 
 
（趣旨） 
第１条 この要綱は，株式会社ひろしま港湾管理センター建設工事等執行規程の適用を受ける建

設工事のうち，競争入札による工事に係る入札において，低価格入札があった場合の事務手続

等に関し必要な事項を定めるものとする。 
 
（定義） 
第２条 この要綱において「調査基準価格」とは，第４条の規定により設定した金額をいう。 
２ この要綱において「低価格入札」とは，調査基準価格を下回る入札をいう。 
３ この要綱において「低価格入札者」とは，低価格入札を行った者をいう。 
４ この要綱において「総額失格基準価格」とは第５条の規定により設定した金額をいう。 
 
（適用対象工事等） 
第３条 この要綱は，予定価格（請負対象設計金額：消費税及び地方消費税相当額を含む。）が１，

０００万円以上の工事に適用する。 
 
（調査基準価格） 
第４条 競争入札により契約を締結しようとする場合において，当該契約の内容に適合した履行

がなされないこととなる恐れがあると認められるときの判断基準として調査基準価格を設定す

るものとする。 
２ 前項に規定する調査基準価格は，次の算式により得た額とする。ただし，その額が，当該工

事の予定価格に１０分の９を乗じて得た額を超える場合には，当該工事の予定価格に１０分の

９を乗じて得た額とし，当該工事の予定価格に１０分の７を乗じて得た額に満たない場合には

当該工事の予定価格に１０分の７を乗じて得た額とし，端数については税抜金額の１，０００

円未満を切り捨てるものとする。 
Ａ：当該工事の調査基準価格（税込） 

＝〔ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ〕（税抜：１，０００円未満切り捨て）×１１０／１００ 
ａ：当該工事の直接工事費×９．５／１０（税抜：１円未満四捨五入） 
ｂ：当該工事の共通仮設費×９／１０（税抜：１円未満四捨五入） 
ｃ：当該工事の現場管理費相当額×９／１０（税抜：１円未満四捨五入） 
ｄ：当該工事の一般管理費等×５．５／１０（税抜：１円未満四捨五入） 

  
３ 前項の規定により算定した額を調査基準価格とすることが適当でない場合には，予定価格の

１０分の７から１０分の９までの範囲内で適当な割合を乗じて得た額とし，端数については税

抜金額の１，０００円未満を切り捨てるものとする。 



 
（総額失格基準価格） 
第５条 競争入札により契約を締結しようとする場合において，当該契約の内容に適合した履行

がなされないと認められるときの判断基準として総額失格基準価格を設定するものとする。 
２ 前項に規定する総額失格基準価格は，次の算式により得た額とする。ただし，その額が当該

工事の予定価格に１０分の７を乗じて得た額を超える場合には，当該工事の予定価格に１０分

の７を乗じて得た額とし，端数については税抜金額の１，０００円未満を切り捨てるものとす

る。 
Ａ：当該工事の総額失格基準価格（税込） 

＝〔ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ〕（税抜：１，０００円未満切り捨て）×１１０／１００ 
ａ：当該工事の直接工事費×９．５／１０（税抜：１円未満四捨五入） 
ｂ：当該工事の共通仮設費×９／１０（税抜：１円未満四捨五入） 
ｃ：当該工事の現場管理費相当額×６／１０（税抜：１円未満四捨五入） 
ｄ：当該工事の一般管理費等×３／１０（税抜：１円未満四捨五入） 

３ 前項の規定により算定した額を総額失格基準価格とすることが適当でない場合には，予定価

格の１０分の７を乗じて得た額とし，端数については税抜金額の１，０００円未満を切り捨て

るものとする。 
 
（調査基準価格の記載） 
第６条 予定価格調書の作成にあたり，入札書比較価格が記載された行の下に具体的金額を「調

査基準価格￥○○」と記載し，さらに，当該調査基準価格に１１０分の１００を乗じて得た金

額を「調査基準価格の１００／１１０ ￥○○」と記載しておくものとする。 
 
（入札参加者への周知） 
第７条 一般競争入札については入札公告により，指名競争入札については指名通知等により，

次のことを記載して，入札参加者へ周知するものとする。 
（１）調査基準価格が設定されていること。 

（２）低価格入札が行われた場合の入札終了の方法及び結果の通知方法 

（３）低価格入札者は必ずしも落札者とならない場合があること。 

（４）低価格入札者は，別に定める「建設工事競争入札に係る低入札価格調査マニュアル」（以

下「マニュアル」とする。）に基づく調査に協力すべきこと。 

（５）マニュアルに基づく調査の結果，別に定める「建設工事競争入札に係る適正な履行確保

の基準」のすべてを満たさない場合は，落札者とならないこと。 

（６）第２条に規定する低価格入札者と契約する場合の措置の概要 

 
（入札の執行） 



第８条 入札の結果，低価格入札が行われた場合には，入札者に対して「調査の上，後日落札決

定をする。落札の決定をしたときは，通知又は連絡する。」旨を告げて入札を終了する。 
 
（調査の実施等） 
第９条 低価格入札者の入札価格によっては当該契約の内容に適合した履行がされないおそれが

あるかどうか又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれが

あって著しく不適当であるかどうかを具体的に判断するため，入札の終了後，直ちに調査を行

うものとする。 
２ 調査に当たっては，次の各号の資料の提出を求めるものとする。 

①当該価格で入札した理由を記したもの 
②再委託する場合の委託業者の見積書 
③工事等の内訳書（入札時に提出を求めていない場合） 
④その他社長が必要と認めたもの 

３ 前項の調査を行っても，なお疑問の残る入札価格については，低価格入札者に対して，必要

な事項を定めて追加調査ができるものとする。 
 
（落札者の決定等） 
第１０条 前条に規定する調査の結果，当該契約の内容に適合した履行がなされると判断された

場合には，当該入札者を落札者とする。 
２ 前条に規定する調査の結果，当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると判断

された場合には，当該入札者を落札者とせず，予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な

申込みをした他の入札者のうち最低の価格をもって申込みをした者又は価格その他の条件が当

社にとって最も有利なものをもって申し込みをした者（以下「次順位者」という。）を落札者と

する。この場合において，次順位者が調査基準価格を下回る入札者であったときは，同様の調

査を経るものとする。 
３ 審査会において，第１項及び第２項の規定に従って落札者を決定するものとする。 
４ 第３項の決定の後，落札者に対しその旨を通知するとともにその他の入札者に対し落札金額

及び落札者の商号又は氏名を通知するものとする。この場合において，落札者以外の入札者か

ら請求があるときは，当該請求を行った入札者が落札者とされなかった理由（当該請求を行っ

た入札者の入札が無効とされた場合にあっては，無効とされた理由）を，当該請求を行った入

札者に通知するものとする。 
 
附則① 平成２９年１月１１日施行 
 
附則② 令和元年７月１７日改正施行。また，工期末が令和元年１０月１日以降の工事を施行の

対象とする。 



附則③ 令和２年７月１日改正施行 


